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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　循環器診断領域における受信信号が血流信号または組織信号のいずれの信号であるかを
判定する判定手段と、
　前記血流信号または前記組織信号に関する波形を表示する表示手段と、
　前記判定手段により前記受信信号が前記組織信号であると判定されると、前記組織信号
に関する波形の表示をスクロールさせるスクロールスピードを、前記血流信号に関する波
形の表示をスクロールさせるスピードに比べて大きく変更調整する変更調整手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、レンジゲート位置のＢモード情報を解析して、前記受信信号が、血流
信号又は組織信号のいずれの信号であるかを判定すること、
　を特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、レンジゲート位置のカラー情報を解析して、前記受信信号が、血流信
号又は組織信号のいずれの信号であるかを判定すること、
　を特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、超音波診断装置に関し、特に超音波のドプラ効果を利用して、血液等の体内
運動体の運動状態や組織の運動状態の診断を行う超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　循環器ルーチン検査においては、血流信号を利用した心臓の収縮拡張能や弁疾患異常の
判定を行うと共に、壁（組織）信号を利用した局所左室心筋の収縮及び拡張機能評価や局
所壁運動異常の判定を行っている。一般的に、この前者と後者の判定を行う場合、血流の
みを評価する血流解析専用モード（ＰＷＤモード）と壁（組織）信号のみを評価する組織
解析専用モード（ＴＤＩ－ＰＷモード）を切り替えて診断している。この場合において、
検出された周波数が繰り返し周波数（±１／２ＰＲＦ）を超えたときに、図７のように折
りかえされたような波形になる。このように、例えば、振幅が小さい図８（ｂ）に示す波
形や折り返しが生じた図８（ｃ）に示すような波形を図８（ａ）に示すような波形にする
には、血流速度（組織速度）に応じて、パルス繰り返し周波数（レート周波数）や基線位
置を検査者が適切に設定する必要があるので、操作時間がかかると共に、検査者の大きな
負担になっている。
【０００３】
　そこで、近年、ドプラモードにおいては、速度及び方向がさまざまな血流信号及び組織
信号に対して、その信号を常に折りかえりなく、見やすく表示するために、装置側の速度
レンジや基線位置を自動調整する技術が開示されている（特許文献１参照）。この技術は
、検出可能周波数範囲に対する信号存在領域を検出することで、繰り返し周波数、基線位
置を自動的に設定するようにしており、これにより、検査者の負担を軽減し、診断時間を
著しく短縮できる。この自動調整に対するアルゴリズムはいろいろあるが、この機能を利
用することにより、ルーチン検査中の操作の煩雑さを大幅に改善でき、検査効率が向上し
ている。なお、この自動調整方法は、通常装置のパネル上に配置されたスイッチをユーザ
ーが一度押すことで自動調整されたドプラ波形を提供することが可能である。
【０００４】
　しかしながら、既存のドプラ自動調整機能は、受信した信号を解析して、受信したドプ
ラ信号の波形の折りかえし現象をなくすために、その速度レンジ（繰り返し周波数）や基
線位置等を調整する機能でしかなく、受信した信号に対して更に最適な受信信号を得るた
めに送受信条件を変更するなどの機能は有していない。
【０００５】
　また、受信した信号が血流信号なのか、組織信号なのかを判断する機能もないため、血
流信号と判断すれば最適な血流信号を得るための送受信方法を、既存の自動調整機能と共
に提供する機能や組織信号と判断すれば最適な組織信号を得るための送受信方法を、既存
の自動調整機能と共に提供する機能はなかった。
【特許文献１】特開平８－３０８８４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、血流信号解析と組織信号解析を行う場合、特にそれらの解析モードを意識せ
ずに適切な波形表示ができる超音波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、循環器診断領域における受信信号が血流信号また
は組織信号のいずれの信号であるかを判定する判定手段と、前記血流信号または前記組織
信号に関する波形を表示する表示手段と、前記判定手段により前記受信信号が前記組織信
号であると判定されると、前記組織信号に関する波形の表示をスクロールさせるスクロー
ルスピードを、前記血流信号に関する波形の表示をスクロールさせるスピードに比べて大
きく変更調整する変更調整手段と、を具備することを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１０】
　図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る超
音波診断装置の概略構成を示すブロック図である。　
　図１において、本実施形態に係る超音波診断装置は、複数の超音波振動子を備え図示し
ない被検体に対して超音波の送受信を行う超音波プローブ１０と、超音波振動子の制御を
行う送受信部２０と、受信した超音波の信号処理を行う信号処理部３０と、全体の制御を
行うシステム制御部４０と、表示部５５への表示制御を行う表示制御部５０と、ＥＣＧ（
Electrocardiogram）ユニット６０とを備えている。なお、入力部４５は、本実施形態で
は、例えば、図示しないパネル上に配置された自動調整機能スイッチである。
【００１１】
　上記のような構成において、送受信部２０は、基準信号発生部２５からの基準信号を入
力して超音波プローブ１０の超音波振動子に駆動信号を送出する送信部２１と、超音波プ
ローブ１０からの受信信号を入力する受信部２２とを備えている。受信部２２で受信処理
された信号は、信号処理部３０に入力して、所定の処理を受ける。信号処理部３０は、Ｂ
モードデータ生成部３１と、ドプラ信号検出部３２とに入力する。Ｂモードデータ生成部
３１は、入力した信号に基づいてＢモードデータを生成する。ドプラ信号検出部３２は、
受信部２２から出力された受信信号のうちドプラ信号を検出して、カラードプラデータを
生成するカラードプラ生成部３３と、ドプラスペクトルを生成するドプラスペクトラム生
成部３４とに出力する。これにより、信号処理部３０から、Ｂモードデータと、カラード
プラデータと、ドプラスペクトルとが表示制御部５０に出力される。
【００１２】
　表示制御部５０は、データ記憶部５１と、データ処理部５２とを備えている。データ記
憶部５１は、信号処理部３０から出力された各データを一時的に記憶する。データ記憶部
５１に一時記憶された各データは、データ処理部５２で、画像処理や重畳などの各種の処
理を施されて、表示用データに変換され、表示部５５に出力される。
【００１３】
　図２を参照して、上記のように構成された本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の
動作を説明する。図２は、本発明の一実施形態にかかる超音波診断装置の動作の流れを示
すフローチャート（図２（ａ））及び最適波形の表示の様子（図２（ｂ）、（ｃ））を示
す図である。なお、図２（ａ）に示す動作の制御は全てシステム制御部４０で行うので、
特に言及しない場合には、当該制御がシステム制御部４０で行われるものとする。
【００１４】
　はじめに、モニタ上の信号波形に基づいて、検査者がドプラ波形を認識する（ステップ
Ｓ１）。そして、検査者が、速度レンジや基線位置の調整が必要と判断した場合には、装
置上のパネル等に配置された自動調整機能スイッチをＯＮする（ステップＳ２）。なお、
この場合において、自動調整機能スイッチはパネル以外のほかの場所に配置されていても
良い。また、自動調整機能スイッチを設けずに、システム制御部４０で、速度レンジや基
線位置の調整が必要と判断したときに、自動的にこの自動調整機能スイッチをＯＮしたと
きと同じ振る舞いをするようにしてもかまわない。
【００１５】
　自動調整機能スイッチがＯＮされると、第１の判定アルゴリズム中の信号の特性判定ア
ルゴリズムにて、この受信した信号が組織信号なのか血流信号なのかを判定する（ステッ
プＳ３）。図３と図４を参照して、判定アルゴリズムについて説明する。図３は、血流信
号と組織信号の相対的関係を示す図であり、図４は、左室流入血流信号と組織信号流信号
の相対的関係を示す図である。図３の血流信号と組織信号の信号強度特性のグラフより、
血流信号は組織信号に比べて通常３０～４０ｄＢ程度信号強度が小さく、またその周波数
特性（速度特性）は、広範囲に分布している。また、図４の周波数特性のグラフより、組
織信号の周波数特性（速度特性）は、非常に低く（速度が遅く）、通常心エコー検査で考
えられる組織の動きは、１０ｃｍ／ｓｅｃ程度であるが、血流速度は７０～１００ｃｍ／
ｓｅｃ程度である。これらの特性を利用すれば、今、受信している信号が、血流信号なの
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か、組織信号なのかの判別は、例えばしきい値を設定することにより簡単に行うことがで
きるので、自動的に受信信号が血流信号であるか、又は組織信号であるかの判定をするこ
とが可能になる。
【００１６】
　ステップＳ３において、受信信号が血流信号であると判定されると、その血流信号が、
折り返し現象を起こしていないか、表示領域に適切に表示されているかの判定を行う（ス
テップＳ４）。この判定にて、血流信号が適切に表示されているならば（ステップＳ４の
「いいえ」）、繰り返し周波数の変更や基線位置の変更をしないでそのまま完成された波
形を表示する（ステップＳ５、ステップＳ８）。この場合において、波形表示が適切であ
っても、さらに感度良く信号を受信することが可能である深さ位置にレンジゲートがある
場合には、送受信条件を変更してもかまわない。なお、通常、プローブの周波数帯域に問
題なければ、超音波の生体での減衰特性を考慮すると、現在送受信している周波数よりも
より低い周波数に遷移して送受信を繰り返して、信号を得たほうが感度よく美しい波形が
得られる。
【００１７】
　ステップＳ４において、血流信号波形が適切でないと判定された場合には（ステップＳ
４の「はい」）、血流波形表示最適化アルゴリズムを起動して（ステップＳ６）、次に掲
げる項目の少なくとも１つを変更・調整する（ステップＳ７）。なお、下記のパラメータ
の変更は、全てを同時に変更しても良いし、選択的に検査者の意図に従って変更可能なパ
ラメータを選択しても良い。
【００１８】
（１）　速度レンジや基線位置の調整。　
（２）　レンジゲート位置に応じて、感度良く受信するための送受信条件の変更。　
（３）　信号回路内の飽和現象の有無を判定し飽和回避のためのゲイン配分の最適化。　
（４）　速度レンジの変更に伴うＷａｌｌ　Ｆｉｌｔｅｒの設定の変更。　
（５）　ドプラ波形表示方法に応じて表示内に適切に切の良い心拍数分だけ、例えば、２
心拍分、３心拍分表示できるようなスクロールスピードの変更。　
（６）　受信した信号特性によるレンジゲート幅の微調。　
　これにより、図２（ｂ）に示すような最適な血流波形が表示される（ステップＳ８）。
【００１９】
　次に、ステップＳ３において、信号特性の判定アルゴリズムで組織信号であると判定さ
れた場合には（ステップＳ３の「組織信号」）、その組織信号が折り返し現象を起こして
いないか、表示領域に適切に表示されているかの判定を行う（ステップＳ９）。この判定
にて組織信号が適切に表示されているならば、繰り返し周波数の変更や基線位置の変更を
しないでそのまま完成された波形を表示する（ステップＳ１０、ステップＳ１３）。この
場合において、選択的に波形表示が適切であっても、信号回路内の飽和現象の有無を判定
して飽和回避のゲイン配分を再度行ってもかまわない。この設定は、予め検査者の意図に
従って何を調整するのかを選択できるようにしても良い。
【００２０】
　ステップＳ９において、組織信号波形が適切でないと判定された場合には（ステップＳ
９の「はい」）、組織波形表示最適化アルゴリズムを起動して（ステップＳ１１）、ステ
ップＳ７と同様に、変更可能なパラメータの少なくとも１つを変更・調整する（ステップ
Ｓ１２）。この場合において、速度レンジや基線位置を適切に調整するのと同時に、シャ
ープで美しい組織信号波形を得るために、送受信条件を変更したりしても良い。なお、通
常組織からの受信信号は感度が十分なのでよりビームを絞ることが可能であるより高周波
周波数を選択したほうが良い。また、組織信号は、通常１０ｃｍ／ｓｅｃ程度の速度であ
るので、血流信号を見る場合に邪魔になるクラッタ信号を除くためのＷａｌｌ　Ｆｉｌｔ
ｅｒ設定は低めの方が良い。更に、組織信号を観察する際は心臓の拡張期の信号も収縮期
の信号も鮮明に表示させたいので、スクロールスピードは通常血流を見る場合よりも大き
くする設定を行う。また同時にレンジゲート幅も通常血流評価時よりも大きくする設定を
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行うことが好ましい。これにより、図２（ｃ）に示すような最適な組織波形が表示される
（ステップＳ１３）。
【００２１】
　従来では、血流信号を診断する場合には、上記のように血流信号解析専用モードを選択
した上で各種の設定をマニュアルで調整するか、自動調整させるかを行っており、組織信
号を診断する場合には、組織信号解析専用モードを選択する必要があった。これに対し、
本実施形態では、この２つのモードを意識することなく、検査者に最適な診断画像を提供
することが可能である。なお、ドプラ信号波形の特性だけを利用して血流信号なのか、組
織信号なのかを判定しても良いが、同時にカラー情報やＢ情報も利用して血流信号なのか
、組織信号なのかを判定しても良い。図５は、カラー情報を解析する際に使用するパラメ
ータ例の特性図であり、図６は、Ｂ情報を解析する際に使用するパラメータ例の特性図で
ある。図５では、速度情報、Ｐｏｗｅｒ情報、分散情報を利用することが可能であり、図
６では、輝度情報（Intensity）を利用することが可能である。
【００２２】
　図５及び図６に示すように、ドプラ信号を取得する場合において、Ｂモードまたはカラ
ーモードで表示された上にレンジゲートを設定することになるので、設定されたレンジゲ
ートが組織上に配置されているのか、それとも心腔内、いわゆる血流信号が存在するべき
であろう位置に配置されているかがわかる。
【００２３】
　上記のように、本発明によれば、通常血流及び心壁運動の特性を利用することにより、
血流と心壁という全く異なる信号に対してもそれぞれに対するモード遷移を行うことなし
に、常に最適な送受信条件、速度レンジ、ゼロシフト位置を瞬時に提供することが可能と
なる。このため、循環器ルーチン検査におけるワークフローを簡便にし、検査効率の向上
につながる。このように、血流と組織に対して、それらの信号特性を利用することにより
、特に血流解析専用モードと組織解析専用モード間を意図的に切り替えることなく、また
折りかえりのないドプラスペクトラムを提供すると共に検査者が見やすいドプラスペクト
ラムを瞬時に自動的に提供することで、検査者の負担を軽減し、診断時間を短縮すること
ができる。また循環器ルーチン検査におけるワークフローをも簡便にし、検査効率の向上
につながる。
【００２４】
　本発明は、上記各実施の形態に限ることなく、その他、実施段階ではその要旨を逸脱し
ない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能である。さらに、上記各実施形態には、種
々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合せにより
種々の発明が抽出され得る。
【００２５】
　また、例えば各実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、
発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果で述べられている
効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の概略構成を示すブロック図。
【図２】本発明の一実施形態にかかる超音波診断装置の動作の流れを示すフローチャート
及び最適波形の表示の様子。
【図３】血流信号と組織信号の相対的関係を示す図。
【図４】左室流入血流信号と組織信号流信号の相対的関係を示す図。
【図５】カラー情報を解析する際に使用するパラメータ例の特性図。
【図６】Ｂ情報を解析する際に使用するパラメータ例の特性図。
【図７】折り返しが生じる様子を示す図。
【図８】折り返り波形などを適正波形に調整する様子を示す図。
【符号の説明】
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【００２７】
　１０…超音波プローブ
　２０…送受信部
　２１…送信部
　２２…受信部
　２５…基準信号発生部
　３０…信号処理部
　３１…Ｂモードデータ生成部
　３２…ドプラ信号検出部
　３３…カラードプラ生成部
　３４…ドプラスペクトラム生成部
　４０…システム制御部
　４５…入力部
　５０…表示制御部
　５２…データ処理部
　５５…表示部
　６０…ＥＣＧユニット

【図１】 【図２】
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